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スウェーデンの安全保障政策の前途

問小野寺

Ad viser Makoto Onodera 

Varthan svensk sakerhetspolitik ? 

顧

紛争の解決には、国連は殆んと無力に近い。

特に最近の近東の動きは、スウェーデンの国民

生活に直接大きな影響を及ぼしている。このよう

な国際情勢の下では、防衛の組織活動が、スウ ェ

ーデンにとって武力攻撃に備えるよりも一層焦眉

の急を要する問題である。

こうして総合防衛は一層国民に身近かなものに

なり、外交機関を始めとする非軍事組織は、その

活動範囲を拡大して、戦争阻止のために、また、

代理戦争の戦場や謀略の対象にならないために能

率的に活動するようになる。

これは、単にスウェーデンの安全保障政策の一

つしあり方を示唆するだけのものではない。あら

ゆる先進文明国にも適用することの出来る一つの

選択にもなり得る。

だが、このような弾力性のある安全保障政策を

成立たせるには、幾つかの前提条件がある。第ー

は国民に守るに足る国の国民として誇高い自信を

与えること、第二は国民の結束に必要な連帯感を

滴養すること、第三は政府が国民に信頼されるこ

とである。これらの条件を裏づけするものは、一

つは社会福祉機能の向上である。
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「白から選んだ方法で、われわれ独自の価値観

に従って、国の行動の自由を確保し、あわせて国

際緊張緩和と世界の平和発展に寄与する。」 これ

がスウェーデンの安全保障政策の方針である。

この方針に従ってスウェーデンは、 GNPの約

2.9 %を支出して、小粒ながらぴりっとした国防

軍を核心とする総合防衛を保持し、国民の生命財

産の保護と戦災救援と補給の完備を、その重要任

務として掲げている。

だが、このような安全保障政策にも、将来に幾つ

かの新しい問題を提起され、最近注目をひくよう

になった。第二次大戦後、国防相と外相を勤めた

T.ニノレソン氏は最近一書を著わして、スウェーデ

ンのような小国が軍事力を以て国を守ろうなどと

いう構想は、古典的な概念であると、喝破している。

核兵器の出現を始めとする兵器技術の革命的進

歩によって、軍備の抑止力を以て大国の武力侵略

の野望を予め断念させる、いわゆるスウェーデン

戦略ドクトリーン(はりねずみ防衛〉は、すでにそ

の神通力を失い、自慢のシェルターも役に立たな

し、と見る向も いる。これに代る戦略として、軍備

は中立侵犯阻止を限度として、敵の本格的な攻撃

に対しては、直接武力抵抗を避け、無武装の市民

抵抗等を以て、辛棒強く長期にわたり抵抗する案

とその可否を繰って一部では熱心に論議が交され

ている。

両超大国は幾度かデサントに失敗した。もろち

ん、近い将来直接武力衝突勃発の公算は、殆んと

皆無に近い。そのかわりに、謀略工作や代理戦争

は依然としてその跡を断たない。そしてこの種の



未成年者の保護に関する特別規定草案(下)
Forslag till lag med sarskilda bestammelser om vard av underarig 

一一スウェーデンの新しい社会サービス法案(六〉 一一

(直接的収容措置〉

第7条 .社会福祉委員会は、左記の場合に、未成

年者を直ちに収容措置することができる。

1.未成年者に本法による保護を準備する必要

があるとみとめられる場合

2.未成年者の健康及び成長に対する危険にて

らして、又は調査の継続が極めて困難である

か、もしくは、それ以上の措置が限害される

ことにてらして、州裁判所の決定をまつ余裕

のない場合

収容措置に関する社会福祉委員会の決定をま

つ余裕のない場合には、右の決定は、委員会の

議長又は委員会の命じる他の委員が、これをな

すことができる。この決定は、委員会の次の会

議の際に報告されなければならない。

第 8条 直接的収容措置に関する決定は、その決

定が下された日から 4日以内に再審査の為州裁

判所に送付されなければならない。

送付された決定は、できるだけ速かに、特別

な事情がこれを妨げない限り、記録が州、成判所

に到着してから 4日以内に、州裁判所によって

審査されなければならない。

定められた期間内に送付がなかった 場合に

は、決定は効力を失う。

第9条 州裁判所が決定を承認した場合社会福祉

委員会は、収容措置決定後2週間以内に、外|裁

判所に対し、本法による保護を未成年者に用意

する旨の申請をしなければならない。特別な理

由が存在する場合には、州、l裁判所は、社会福祉

委員会の要求により、この期間を 4週間まで延

長することができる。

収容措置決定の理由が消滅した場合、又は保

護の申請が前項に定める期間内に州裁判所にな

されなかった場合には、収容措置決定は直ちに

終了するものとする。

未成年者が拘置された場合には収容措置決定

は失効する。

(州裁判所の審理〉

第10条本法による事件は迅速に審理しなければ
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横浜家庭裁判所調査官 坂 田 仁

Mr. Jin Sakata 

ならない。

未成年者が収容措置決定されている場合事件

の審判は、保護申請が到着した日から 1週間以

内に聞かなければならない。この期聞は、調査

の継続又は他の特別な事情によって必要とされ

る場合には、これを延長することができる。

第11条本法による保護に関する事件は、州裁判

所によって、口頭審理の審判で裁決されなけれ

tぎならない。

(社会福祉委員会の権限〉

第四条 収容措置決定又は本法による保護の決定

は、社会福祉委員会に、保護をどのように準備

し、保護期間中未成年者をどこに滞在させるべ

きかを決定する権利を発生させる。

保護は、できるだけ早い時期に未成年者の家

庭に移すものとする。

第13条社会福祉委員会又は社会福祉委員会より

保護を委託された者は、未成年者を観察し、か

っ保護の遂行に必要な場合には、その個人的生

活状況について指定しなければならない。未成

年者は、保護の実現の為に必要な、行動の自由

の制限に服さなければならない。政府は、この

点について細則を制定することができる。

第14条本法による保護は収容措置決定の目的に

てらして必要な場合には、社会福祉委員会は、

両親又は他の保護者と未成年者との面会交渉に

関し、遵守事項を定め、又は未成年者の居所を

両親又は他の保護者に明すべきでない旨決定す

ることができる。

(付貝1])

第15条本法における訴訟事件又は 事 件におい

て、医師に未成年者を診察することを命じるこ

とができる。

診察の実施に必要な場合には、裁判所又は社

会福祉委員会は、未成年者を、 警察の援助によ

って、診察の為に出頭させる旨命令することが

できる。

第16条個々の当事者に対する本法による事件の

審判への呼出に、裁判所は、過料を定めること



ができる。呼出を受けた当事者が過料を科され

でもなお審判に自ら出頭することを怠った:場合

には、裁判所は、当事者、当日直ちに又は後日

裁判所に同行すべき旨命令することができる。

第17条警察は、社会福祉委員会又は委員会の命

じた委員もしくは公務員の要求にもとづき、本

法による保護又は収容措置決定を実現する為

に、援助を提供しなければならない。

第18条 社会福祉委員会の下した左記の決定に対

する不服申立は、異議申立により州裁判所に対

してこれを提起することができる。

1 .第 3条第 2項に定める場合に、未成年者の

ある家庭への送致に関する提案を拒否した場

合。

2.保護の終了に関する提案を拒否した場合。

3.第14条による未成年者との面会交渉に関し

遵守事項を定めた場合又は未成年者の居所を

知らせることを拒否した場合。

本法による医師の診察にっし、ての州裁判所の

決定に対しては、不服申立を提起することはで

きない。その他の州裁判所の決定に対する異議

申立に関しては、行政訴訟法の規定を適用する。

(終〕

福祉社会の流通・生協視察調査団に参加 して(寄稿)

欧 州 生協 運動 の 旅

全国農業協同組合連合会生活部長 鳴 海 国 輝

8月下旬から 9月上旬にかけて、貴研究所が主

催した 「福祉社会の流通・生協視察調査団」に参

加する機会をえた。コーデ、ィネーターとして熱心

にご指導にあたられた内藤・福田両先生にまずお

礼を申しあげる次第である。

団には農協の生活購買事業に関係する者が12名

参加した。私達の主な関心は、競合が激化し、消

費者ニーズが多様化している中での欧州生協の対

応策であ った。協同組合運動の先駆者である彼等

の動きは、やがて日本でも現実のものとなるだろ

うとの角度から捉えることであった。以下、断片

的にいくつかの印象を報告することとする。

第ーに、満ちたりた社会・福祉国家での生協運

動の変質である。消費生活での弱者の結合体であ

る生協の構成員(組合員〉の意識の変化は、私達

の予想を超えた激しさであった。個人所得の平準

化・社会福祉の充実は、大多数の家庭に中流意識

を持ちこんでいる。かつての熱心な Cooperater

は年老いて運動の第一線から引っこみ、新しい世

代に代替わ りしつつある。組合員 ・消費者の意識

と発想、はもはやロッヂデーノレのそれではない。ロ

ンドン生協の「若返り政策」も消費者の意識変革

ではなく、変化への対応策でしかない。組合員教

育の重要性については今も昔も変らず、その努力

は続けているものの、時代の変化に即応した新し

い結合理念と業務展開の融合が求められ、また模

索しているように思われた。

第二は、 60年代以降の流通革新の嵐の中で苦悩

する事業面での対応が、組織問題の変革にまで及

んできてν、ることである。欧州、|の生協は食品流通

の中で1O~20%の小売りシェアーを持っている国

が多いが、マルチプノレとボランタリーの双方から

狭撃をうけている。資金調達に一定の限界がある

中で、単協の合併 ・庖舗の大型化・非食品供給の

強化に取り組む一方、不採算小型庖の切り捨てに

よって経済効率の向上に努めている。

問題は庖舗の効率化・大型化にあたって必要な

資金調達の困難さと、単協 ・連合会聞の全面結集

の弱さをどう解決するかの二点であろう。この対

応として単協の合併 ・統合から始って、デンマー

クのように連合会(卸売〉と単協(小売〕との統

合まで組織の再編成まで含んだ内容になってきて

ヤる。この場合の資金問題はもはや組合員の出資

増にだけによるものでなく、主として不稼動又は

不要資産の売却や、労働組合からの資金導入には

じまって、西ドイツのように組織外からの資金調

達まで計画されてきている。

本年 10月のモスクワでの ICA大会は「西歴

2000年における協同組合」をメイ ンテーマーとし

て討議されたが、今回の旅は私達参加者にとって

協同組合の将来展望を考え、日本の運動の発展を

考えるために大変な参考になったことを報告する

ものである。
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視 察 旅行印 象 記

農協流通研究所 梅 沢 昌太郎

今回の旅行で強い印象を受けたことは、ヨ ーロ

ッパ各国の小売業界が、組織聞のし烈な競争の場

となっていることだ。スウェーデンではKF、 I 

CA、NKなどの小売組織同志の競争が激しく 、

イギリスでは、、レギュラー ・チェ ーンの追い上げ

に、生協の座がゆらいでいる。

ヨーロッバの生協は、連合会、仕入生産機構さ

らに金融と三本の柱を有し、小売業界に大きなシ

ェアをもつにいたっている。その点は日本の協同

組合とは大きく異なると ころといえよう。

しかし、大きな組織となり 、シェアーも高くな

ったがために、逆に他の組織との競争にまともに

対処 しなければならない。それは巨大なもののも

つ宿命といえるかもしれない。

生協も生き残り まさに生き残り (tosurvive) 

という言葉そのものを使っていたがーのためには、

いろいろな方策を考えている。 問題は、協同組合組織が、組織間競合の深刻化

それは積極的な業態開発という点に表われてい という事態にうまく 適応しているかどうかだ。と

くに対応のスピー ドの面でそれは表われてくる。る。つまり 、ハイノf一、 スーノぞ一、コンビ、ニエン

わたしの印象では、組織の柔軟性、意志決定の f ス、 さらにはデパート など、各種の業 態 を 開発

し、展開している。消費者の変化 と競合に対応す

るためには、一つの販売の形態だ、けに安住するこ

とはできずに、たえず感覚をとぎすまし、開発の

ための意志決定をしなければならない。

スピー ドという面で、生協組織はかなりの遅れを

とっているのではないかと感じられた。

それが一旅行者の単なる思い過しであればよい

のだが。
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日瑞 基 金が設 立十 周 年

日瑞基金は、本年をもって設立十周年を迎え、11月20日東京の経団連会館でその記念事業として、たまた

ま来日中のスウェーデン王立理工学アカデミーのハンブレワス総裁の講演と記念パーティ ーが行われます。

日瑞基金は、昭和45年に設立され、その翌年スウェーデン側で設立された瑞日基金と提携し、主として科

学技術の交流により彼我両国の科学技術の向上を図ることを目的とし、その主たる事業として技術研究者の

相互派遣を行い、わが国からは既に30名をこえる派遣を行ったが、一昨年には、科学技術の情報の集収と両

国技術の比較研究の実施を専門とする日瑞両国技術交流委員会(委員長、岡村誠三京大名誉教授〉が発足

し、目的達成への態勢整備が一段と進みました。

当研究所と同基金との関係は、勿論単に基金の事務の一切の委託をうけている関係ばかりでなく 、夫々の

担当分野は、関連極めて密接で、相互協力を絶対必要とする関係上、同基金がこれまでの10年間有効な実績

を挙げられたことに対し深い敬意を表するとともに、次の10年に向l"更に一段の充実と発展を実現される

よう心から期待いたします。

日瑞基金前会長土光敏夫氏と同専務理事西村光夫氏に

IVAよりメダル授与

このたび、日瑞基金の前会長土光敏夫氏と同基金の専務理事西村光夫氏に対し、スウェーデン王立理工学

アカデミー (1V A)より 、長年に瓦り日瑞両国間の学術交流に努力された功績をたたえ、 メダノレが授与さ

れることになり、11月20日経団連会館でその贈呈式が行われる。

このメダソレは、スウェーデンで古い伝統をもつもので、スウェーデン人に対しでも授与の例は少く 、特に、

日本人に対しては今回の授与が最初である。



~SIPニュース〉

地方分権計画により40の官庁

かストックホルムヵ、ら移転

スウェーデン協会 (SwedishInstitute) 発行

の会報“カレント・スウェーデン" (Curr巴nt

Sweden) の記事によると、スウェーデンの地方

分権計画は、多少の失敗や混乱があったが、合理

化がスピード・アップされ、新しく雇用の道を聞

き、国の地方自治体への援助額を減らし、課税を

平等化することに役立つ結果となった。

この 2、3年間に合計約 300の官庁のうち40以

上がストックホノレムから全国 15の地方に移転し

た。これは1971年と1973年の議会の決議に沿って

行われたものである。目的は“全国各地方のより

よいバランスを確立する"ためであり又地方共同

体に新しい雇用の機会を作り、ストックホノレム地

域の負担を軽減することにあった。

この移転計画は原則的には殆どの官庁が賛成し

たが、彼等自身の役所が移転することに対しては

中央官庁や他の行政団体との連絡が不便になる等

の理由で大半が反対した。役所のスタッフは概ね

この案に否定的号、労働組合も今までの馴れた環

境から移動させられることに反対した。

ここ 2~3 年は大巾な人員補充が必要であり、

もとの役所からの移動者は新しく雇用された人員

の僅か20~30%であると間報告は述べている。移

動した役所の要員については、殆どの役所が特殊

なスペシャリストを除いては容易に適格者を採用

出来たという。

新しいスタッフの 3人のうち 2人は新地域から

採用され、その中では女子が優位を占めている。

女子のうちの一部は低い学歴の人達である。新人

の3分の 1は失業者であった。移転後の最初の年

は多くの役所で能率の低下が見られたがすぐに通

常の基準にもどったと同会報は記している。移転

は常に旅費と電話料金の増大を招き、連絡は悪く

なったという。

移住したスタッフのうち 4人に 1人はストック

ホルムに帰るこ1とを望んでし、るがもとにもどりた

いという者は少ないという。大半の人は前より良

くなった住宅設備を喜び、旅行を減らし、田園に

近くなったことを楽しんでU、ると述べている。多

くの人が以前は失業していた近親者を仕事につか

せている。地方政府の財政について見るとこの移

転は有益であり、すべての関係地方自治体は 1年

後にその経費を償うことが出来たと同会報告は記

している。

国会議員、産業界で実地試験

この秋、 15名の国会議員が、スウェーデン産業

界で直接の経験を積むという計画がたてられてい

る。各議員はそれぞれスウェーデンの企業で約2

週間を過すことになっており、それによってその

活動及び諸問題により深い洞察を加えたいと願つ

ての企画ということだ。なお、 15名のメンパーは、

公平に 4政党より成っている。

議員連は、かれらが属する予定の個々の企業及

びセクターの総体的状況を研究し、かっ経営管理

とか労働環境とか共同決定法 (MBL)の実際的

適用といった要因を調査する予定である。さら

に、かれらはまた企業がどの程度政治家や当局者

による決定に影響されるかをも調査する模様であ
ヲ

匂。

なお議員達は、組合や重役会議等に参加し、 M

BLセッション、内部のトレーニング教室、マー

ケティングセッションにも出席の予定である。場

合によっては、実際に庄に出て、業務に携わる可

能性もありうるという。

この計画、実はかつて英国で実施されたもので

あるが実行に先だって企業の状況に政治家がより

一層の理解を示すようになることが期待されてい

るという。

スウェーデンで出生率か何故落ちたかを調査

中央統計局は、スウェーデンの出生率がここ10

年間何故連続的に落ち続けたかを解明することに

重点をおいて今調査を行っている。この調査では

20歳から50歳までの婦人約 5，000人が対称とされ

ている。

スウェーデン当局は出生率が低いことに深い関

心を持っている。出生は1976年以来年間100，000人

を下廻り、 1979年に僅かに増えたのを除けば1960

年代中期から下り坂である。

1940年代と1950年代に生まれた婦人は 1人平均

1.8人以下の子供しか生まないと見込まれてし、る。

もし次の世代が同じ規模で引継がれていくために

は、母親 1人が 2.1人の子供を生むことが必要で

ある。

インターグューを受ける婦人達は、結婚、夫婦

生活、教育、避妊薬使用の有無、育児、レジャー
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の立法を勧告した。しかし同委員会は、この新し

い法律は特定のマスメデ、イアが発表、又は掲載す

る内容について命令したり禁止したりするもので

もなく、又特定のマスメデ、イアが特別の内容を持

つことを 5~市j したりするものであ ってはならない

と強調している。

スウ ェーデンのマスメデ、イアの所有権について

の調査によると、同委員会は現在の傾向はマスメ

ディア関連企業はより大きく、より少なくなる方

向に向いつつあると述べている。圏内の日刊紙の

約40%は第二次大戦以来廃刊に追いこまれ、これ

は主に小規模の新聞であったという。 1978年、ス

ウェーデン最大の新聞の発行部数は全国の総発行

部数の 5分の l以上を占めている。総発行部数の

半分は最大4杜の手中にあるという。同時に、 1

週間に 3回新聞を発行出来る地方新聞社が2、3

社存在する都市の数は51から21に減ったとし、う。

この報告によると、この集中傾向はマスメディ

アの他の部門にも目立って来たという。 1978年、

最大の定期刊行物出版社の一般出版物発行部数は

この種のものの全国発行部数の約3分の 1を占め

るという。

又同委員会は従来の 7 スメディア市場で創設さ

れた企業が新しいエレクトロニック・マスメディ

アにも興味を持ち始め、特定の出版社、新聞社、

映画会社がヴィデ、ォ市場にも進出して来たことを

指摘している。

又マスメデ、イアが一般大衆に情報を提供し世論

を形成してし、くこ との重要さを考えると、企業の

進出、シェアー取得に対して管理が行われること

が望ましく、正当なことであると同委員会は述べ

経済状態、等の実情について質問をされることにな

る。これらの事実が彼等の出産に対する考え方に

如何に影響を及ぼしているかを確かめることが期

待されている。又婦人達は子供、家族数、育児、

家計費、職業、家事等に対する意見をきかれるこ

とになろう。

この企画は 8月末に活動を開始し、最終的には

全国に拡大して行われる。最終段階にはこの調査

は男性にも及ぶという。

スウェーデンの多国籍企業の研

究開発費、全体の 3分の 2に

堀
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ている。

提案されている法律によれば、関係当局は公正

取引オンブツマン (AntitrustOmbudsman) 

(NO)と市場裁判所 (TheMarket Court)に

なるだろうという。オンブツマンは市場獲得につ

いて中間調査を行い、利害関係を持つ団体からの

通報や報道されたニュースから、現在計画中又は

既に完了した市場獲得について知ることになる。

そして裁決のために市場裁判所に送るケースを選

択することになろう。取得禁止命令は、それを阻

止する適当な方法が見出せない場合にのみ発令さ

れることになるという。

産業庁の研究によれば、スウェーデン産業にお

けるあらゆる研究開発費用のおよそ 3分の 2以上

が、多国籍企業的性格を有する国内企業によって

使われており、外資系企業の割合は、わずか 5%

であるという。

今までスウ ェーデンの大多数の企業では、例外

的な場合を除いて外国ではあまり大規模に研究プ

ログラムの手を広げなかった。例えば1978年のそ

の海外向総研究開発費は、およそ 5億クローナ=

1億2，000万ド、ノレ(邦価約285億円〉であ った。た

だし生産部門の大部分がスウェーデンから工業化

された他の国々に移った場合においてはその限り

でない。

また、スウ ェーデンでは外資系企業の子会社の

研究開発費はその産業生産にあてる費用より少な

い。これは、プロジェクトの大部分と基本的な研

究が、グループのマネージメントによ って制御さ

れており、 -般にそれらの基盤が産業グループの

本国におかれているためである。

さらにこの研究で、スウェーデン大企業の国際

的活動が1970年代に非常に活発化したことがわか

った。すなわち、最も大きな20のグノレープの1977

年における売上げ高の70%が、海外からの収入で

あり、またその国外向生産は全体の40%以上を占

めたという。約40のスウェーデンの産業グノレープ

は、海外の子会社をも含めて研究開発活動にたず

さわっているが、この投資のおよそ半分が機械産

業によるものである。

特別委員会かマスメディアにおけ

る集中を防ぐための立法を勧告

特別委員会がスウェ ーデン法務省に提出した報

告の中で、マスメデ、イアにおけを集中を防ぐため
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